
◎著作権法の一部を改正する法律
（平成一四年六月一九日法律第七二号）　　

一、提案理由（平成一四年四月九日・参議院文教科学委員会）

○国務大臣（遠山敦子君）　このたび、政府から提出いたしました著作権法の一部を改

正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

　我が国の著作権制度については、これまでも逐次改正を行い、その充実を図ってまい

りましたが、近年、情報伝達手段の発達等に伴い、著作物等の利用形態の一層の多様化

への対応や、著作権法制における国際的な協調の必要性がますます高まっているところ

であります。

　この法律案は、このような利用形態の多様化等を踏まえ、放送事業者及び有線放送事

業者の権利の内容をインターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応したものにする

とともに、世界知的所有権機関、いわゆるＷＩＰＯにおいて、平成八年十二月に採択さ

れた実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要となる改

正を行うことを目的とするものであります。

　次に、この法律案の内容の概要について申し上げます。

　第一は、放送事業者及び有線放送事業者に対して、インターネット等を用いた無断再

送信を差し止めることができるよう送信可能化権を付与することであります。

　現在、著作者、実演家及びレコード製作者には、既に送信可能化権が付与されており

ますが、従来はインターネットによる動画の再送信が容易でなかったことから、放送事

業者及び有線放送事業者には付与されておりませんでした。しかし、近年、通信回線の

大容量化及び高速化に伴い、番組を無断で再送信する行為が行われるようになってきて

いることから、放送事業者及び有線放送事業者にも送信可能化権を付与し、放送及び有

線放送について、インターネットを用いた無断送信を差し止めることができることとす

るものであります。

　第二は、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の締結等のために必要と

なる改正を行うことであります。

　この条約は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達に対応し、実演及びレコー

ドに関する国際的な保護制度の改善を図るためのものであります。この条約の内容につ

いては、実演家及びレコード製作者に対する送信可能化権の付与などこれまでの法改正

により、その主要部分への対応を終えておりますが、この条約の締結のためには、一部

法整備が必要な事項が残されているため、今回の改正により措置するものであります。

　具体的には、まず、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国

が保護の義務を負う実演及びレコードを、著作権法により保護を受ける実演及びレコー

ドに加えることであります。

　また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、そ

の氏名や芸名を表示し、又は表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉



又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保

持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権

利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。

　さらに、レコードの保護期間について、その起算点を変更し、レコードの発行が行わ

れた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過したときをもってその保護期間が満

了することとすることであります。

　最後に、施行期日についてであります。

　この法律は、放送事業者及び有線放送事業者に対する送信可能化権の付与に係る部分

については平成十五年一月一日から、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条

約に係る規定の整備に関する部分については同条約が日本において効力を生ずる日から、

その他の部分については同条約が日本において効力を生ずる日又は平成十五年一月一日

のうちいずれか早い日から施行することとしております。

　以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

　何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。

二、参議院文教科学委員長報告（平成一四年四月一二日）

○橋本聖子君　ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等にかんがみ、放送事業者

又は有線放送事業者の利益を適切に保護するため、これらの者に放送又は有線放送の送

信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する世界知的所有権

機関条約の実施に伴い、著作権法による保護を受けるものとして、同条約により我が国

が保護の義務を負う実演及びレコードを加え、実演家の人格的利益を適切に保護するた

め、実演家人格権を新たに創設する等の措置を講じようとするものであります。

　委員会におきましては、今後の著作権制度の在り方、著作権侵害対策、著作権思想の

啓発等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存

じます。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　以上、御報告申し上げます。

三、衆議院文部科学委員長報告（平成一四年六月一一日）　　

○河村建夫君　ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、インターネット等新たな情報伝達手段の発達等に対応して、放送事業者等に

対し放送等の送信可能化に関する権利を付与するとともに、実演及びレコードに関する

世界知的所有権機関条約の締結のために必要な国内法の整備を行う等のため、所要の改

正を行うもので、その主な内容は、



　第一に、インターネット等を用いた放送番組等の再送信について、放送事業者及び有

線放送事業者に送信可能化権を付与し、無断再送信を差しとめることができることとす

ること、

　第二に、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義

務を負う実演及びレコードを、著作権法により保護を受ける実演及びレコードに加える

こと、

　第三に、実演家の人格的利益を保護するため、実演家人格権として氏名表示権及び同

一性保持権を付与するとともに、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について

定めること、

　第四に、レコードの保護期間の起算点を、現在の「音の固定」から「レコードの発

行」に変更し、レコードの保護期間はその発行の翌年から起算して五十年を経過した時

をもって満了することとすること

などであります。

　本案は、参議院先議に係るもので、六月四日本委員会に付託され、翌五日遠山文部科

学大臣から提案理由の説明を聴取し、去る七日質疑を行い、採決の結果、全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。


